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独立行政法人日本学術振興会

理事長安否祐一郎殿

平成 24年 6}j28日

独立行政法人日本学術振興会

監事 合田勝美bj
監事 京藤倫ふ今、

JU1 

平成23年度監事監査結果報告

独立行政法人日本学術振興会(以下「振興会」という。)の平成 23年度における業務

執行状況及び会計・経理の執行状況等について，独立行政法人道則法第 19条第4l][の規定

に基づき監盗を行いましたので，その結果を下記のとおり報告します。

I 一般項目についての総括的監査t立見

1.業務執行状況について

役員会，評議員会，学術Jii!l間会談，各都委員会，学術、ンステム研究セングーJill営委f.l会，

主任研究員会議，専門前査班会談，各級審査会等に出府し，探興会全体の迎悩及び各事業

部の業務の執行状況を拝見した結果，振興会の設位目的及び法令等の定めに従って，運営

及び業務は全体として適切に執行されているものと認められる。また，人件狩の制約があ

る中で，業務の合理化と効率的な運営を進めることにより増大する業務に対処しており，

その努力は向く評価される。

しかし，現状の服員数で更なる合理化と効率的な運蛍を目指すにあたっては，業務に支

怖をきたさないようにa 全体の業務亙ーを踏まえた適正な人民自己i泣と個々の職員の処理能力

の向上空事のための休制作りが乏L務である。この点に|銅してはE 現在，関係者により業務の

見直し等が行われているので，その成果に期待したい。

2.内部統制について

月2回開催される役員会及び毎週月曜日に開催される月l際会(スケジューノレ打ち合わせ

会)にiì!ll長以上の幹普fl!Jil~員を全員陪席させており，これにより迩営方針や事業運蛍をはじめ

とした内部統制に関わる内苓が組織内全職員に周知されている。また， Et事も役員会及び

月限会に毎回出J品し，理事長のマネジメントに対し窓見を述べることを通して，理事長と
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の円滑なコミュニケーションを図ることができており，内部統制は十分機能しているもの

と思料される。

さらに次期中期計厨の策定へ向け3 外部有識者による rj辰Jll!会の将来ヒ守ジョン検討会J

が設iぼされたことは高く評価される。今後，本検討会の議論により担，j!められる提言を，次

期中期計画の策定等に活用されることが望まれる。

3.会計・経理の執行状況について

会計・経理の執行状況については2 法令及び独立行政法人会計基準の定めに従って適切

に処理されており，法人単位，一般YM.t特別勘定の財務諸表及び決算報告i!1は，帳簿及

び証巡書類の記載金綴と一致し，収支状況を正しく示しているものと認められる。

また，財務諸表等については，法定段査人によるwtij!Eの結果，いずれの攻患についても

会適正に処理されている旨の報告を受けているe

4.実物資産の調査について

昨年度の'mrJH監査結果の報告を踏まえ，定期的な現物実主誌に取り組まれていることを確

認した。また~:?Iの結果，資産管理台IJ促?と基づき良好に管理されていた。今後も良好な資

産管迎状況を把探するため，毎年度定期的にZ見物実査を行うとともに，資産管理を取りi恨

めるf陥落において，資産の管理状況を理事長へ初告する休tMを控えることが強まれる。

5.給与水準について

給与水準については平成 15年皮より毎年皮引き下げの努力が続けられており，平成23

年度には対国家公務員指数は 114.8に引き下げられた。なおこの伎は，地域・学医勘案す

ると 99.8となる。また，平成 17年度を基準とすると，平成23年度の削減率は，0，10.6%で

あり 2 人初btililE後の削減率はム7.17%となり，日年rmで6%以上の削減が迷成されたことは

向くlN叩市される。

上記のように，振興会Jrfll:員の給与は適正な水iJ!iに見直されており，総人件費改革に取り

組みがJJ4・515に進められていると思料される。

6. 自己点検及び自己評価について

中!~l計iiliiや年度計画の笑総状況については，毎年度，自己点検・評何を実純し，外部評

価委良会の評価を受けて次年度以降の業務の改苔zに生かす体制をとっている。

平成 23年度は，擬興会が巣たすべき役割や具体的な事業等，全20項目について詳細に

自己点検評価を行っている。これらの評価結果は商い水1r!i(企 20項目に対して， s評価は

10項目)にあり，それぞれの項目に対する自己評仰結果は，Wfr:司王の評価とほぼ合致してお

り，適正な自己評価であると認める。
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